
表-1　安全統括管理者・運航管理者研修会開催状況

１．実施年月日及び研修会テーマ （令和6年度）

実施年月日

令和7年2月19日

２．受講者数

会場 福岡市 北九州市 唐津市 長崎市

受講者数 　9事業者 14名 4事業者 5名 4事業者 11名 3事業者 4名

会場 佐世保市 宇城市 大分市 宮崎市

受講者数 5事業者 9名 4事業者 5名 1事業者 2名 1事業者 2名

会場 鹿児島市 Web

受講者数 10事業者 13名 146事業者 275名 　　　合計　　187事業者 340名受講

表－２　漁船安全講習会実施状況
（令和6年度）

開催地 実施年月日

長崎県長崎市 令和6年6月20日

長崎県雲仙市 令和6年7月19日

長崎県平戸市 令和6年7月22日

鹿児島県阿久根市 令和6年9月17日

長崎県五島市 令和6年9月18日

長崎県新上五島町 令和6年9月20日

長崎県五島市 令和6年10月21日

山口県下関市 令和6年11月18日

船員の災害防止等について

漁船の船員災害等の防止について

研修会テーマ

① 海上の気象情報
② 安全管理規程の不遵守が要因となった船舶事故事例
③ 旅客船の総合的な安全・安心対策（海上運送法の改正）
　 ※Web及び会場（９ヶ所）にて開催

講習会テーマ

漁船海難防止について

船員の災害防止等について

漁船海難防止について

船員災害防止について

漁船海難防止について

事故の傾向と安全対策について

２４．船員労働・船舶の安全運航の監督・指導業務の現況

運航労務監理官の業務は、船員の労働条件の確保、船員災害の防止に関すること及び船舶の安全運航の

確保に関すること等である。

船舶監査等を通じて、船員の労働時間の遵守状況や、海技免状等の資格を有している船員を乗り組ませて

いるか等検査し、船員の労働保護や航海の安全が図られているか確認している。違反等を確認した場合には、

違反者に対する行政措置、司法処分を通して違反の是正を図っている。

また、旅客航路事業の許認可に際して安全審査を行うほか、船舶の運航管理に関する監査及び指導、船舶

運航者が構築した安全マネジメント体制の評価、届出のあった安全管理規程の審査を通して、安全運航の確

保に努めている。

さらに安全統括管理者・運航管理者研修会（表－１）や小型漁船安全講習会（表－２）を開催し、関係者に対

する啓発を行い、安全運航意識の浸透を図っている。


